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6.11 外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理 

 B．考え方 

ここでは、組織の外部と情報交換を行う場合に、個人情報保護及びネットワークのセキ

ュリティに関して特に留意すべき項目について述べる。ここでは、双方向だけではなく、

一方向の伝送も含む。外部と診療情報等を交換するケースとしては、地域医療連携で医療

機関、薬局、検査会社等と相互に連携してネットワークで診療情報等をやり取りする、診

療報酬の請求のために審査支払機関等とネットワークで接続する、ASP・SaaS 型のサービ

スを利用する、医療機関等の従事者がノートパソコンの様なモバイル型の端末を用いて業

務上の必要に応じて医療機関等の情報システムに接続する、患者等による外部からのアク

セスを許可する、等が考えられる。 

 医療情報をネットワークを利用して外部と交換する場合、送信元から送信先に確実に情

報を送り届ける必要があり、「送付すべき相手に」、「正しい内容を」、「内容を覗き見されな

い方法で」送付しなければならない。すなわち、送信元の送信機器から送信先の受信機器

までの間の通信経路において上記内容を担保する必要があり、送信元や送信先を偽装する

「なりすまし」や送受信データに対する「盗聴」及び「改ざん」、通信経路への「侵入」及

び「妨害」等の脅威から守らなければならない。 

 ただし、本ガイドラインでは、これら全ての利用シーンを想定するのではなく、ネット

ワークを通じて医療情報を交換する際のネットワークの接続方式に関して幾つかのケース

を想定して記述を行う。また、ネットワークが介在する際の情報交換における個人情報保

護とネットワークセキュリティは考え方の視点が異なるため、それぞれの考え方について

記述する。 

 なお、可搬媒体や紙を用いて情報を搬送する場合は、付則 1 及び 2 を参照願いたい。 

 

B-1．医療機関等における留意事項 

 ここでは 4 章の「電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方 4.2 委託と提供における責

任分界点について」で述べた責任の内、ネットワークを通じて診療情報等を含む医療情報

を伝送する場合の医療機関等における留意事項を整理する。 

 まず、医療機関等で強く意識しなくてはならないことは、情報を伝送するまでの医療情

報の管理責任は送信元の医療機関等にあるということである。これは、情報の送信元であ

る医療機関等から、情報が通信事業者の提供するネットワークを通じ、適切に送信先の機

関に受け渡しされるまでの一連の流れ全般において適用される。 

 ただし、誤解のないように整理しておくべきことは、ここでいう管理責任とは電子的に

記載されている情報の内容に対して負うべきものでありその記載内容や記載者の正当性の

保持（真正性の確保）のことを指す。つまり、後述する「B-2．選択すべきネットワークの

セキュリティの考え方」とは対処すべき方法が異なる。例えば、同じ「暗号化」を施す処

置としても、ここで述べている暗号化とは、医療情報そのものに対する暗号化を施す等し


